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　香川県環境森林部みどり保全課から平成28年度 指定管理鳥獣捕獲等事

業（県捕獲隊によるイノシシの捕獲）についてお知らせします。

　昨年5月の鳥獣保護管理法の施行により、環境大臣が定めた指定管理鳥

獣（イノシシとニホンジカ）について、県が主体となって捕獲することができる

ことになったことから、直島町内においてイノシシの集中的な捕獲を下記の

日程で実施します｡

　捕獲につきましては、県捕獲隊（（株）野生鳥獣対策連携センター）がわな

猟にて行います。

　安全確保のため、わなの設置場所には、注意喚起看板を設置しますの

で、仕掛けたわなには近づかないでください。

　また、一つひとつのわなに法定標識を装着します。

　地域の皆さまの御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。
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